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ＪＲ西労組「春闘交渉開催状況」

ＪＲ西労組は、５回にわたる交渉後も要求実現に向け、次のとおり粘り強い交渉

を展開している。

(3/3・4)◎ 第６回・第７回では、「総合生活改善(諸手当関係)」を行う」!!
組合は、職務手当の新設や増額、福利厚生に関わる事項の改善、シニア社員や

契約社員に関する事項の改善について今日まで交渉しているが、現時点、会社は

厳しい姿勢を崩していない。

なお、詳細については別紙を参照されたい。(JR西労組業務速報 № )77

(3/6)◎ 第８回では、「回答指定日を申し入れ 」!!
組合は、 月 日、大阪リバーサイドホテルで開催された「 年春闘集会」3 6 2008
終了後、第 回交渉を開催し 「賃金引き上げ要求等の回答指定日に関する申し入8 、

」 。 『 、れ (申第 号)を提出した 内容は､ ＪＲ西労組申第 号及び 号について28 22 23
３月１２日(水)以降、速やかに回答されたい 』というものである。。

5これを受けて会社は 本日 回答指定日についての要求書を受け取った 先月、『 、 。

日の交渉を皮切りに ヶ月が経過するが、この間、この問題について貴側との議1
論を深めてきたが、お互いの主張には開きがあると考える。これまでの各種施策

に対する貴側のご協力には感謝申し上げるし、賃金は労働条件の最たるものであ

るとの認識であるが、厳しい要求と言わざるを得ない。残された期間、一定の解

決に向けて引き続き議論を行いたい 』との見解を示した。。

なお、詳細については別紙を参照されたい。(JR西労組業務速報 № )78

(3/7)◎ 第９回では、「基準昇給・仕事給昇給」の実施を確認!!
組合が今日まで 『仕事給昇給等の実施は、今日まで安全確保と信頼回復に向け、

て懸命に努力してきた社員と、それを支えてきた家族がいたからである 』と、早。

期の実施を求めてきた結果、 月 日の第 回交渉において、会社側より、基準3 7 9
昇給額表及び仕事給昇給額表に基づき実施するとの見解を示させた。

なお、詳細については別紙を参照されたい。 (JR西労組業務速報 № )79


